
１ 文化庁など政府関係機関の京都市への移転

（内閣官房）

「東京一極集中の是正」に向けては，研究機関等の政府関係機関のみならず，

中央省庁を含む大胆な移転が，東京への人・もの・情報の集中の流れを変える

大きな一歩となるものであることから，これまでとは次元の異なる地方創生の

象徴として，次のとおり求めます。

「日本の心のふるさと」の魅力に磨きをかけ，人口減少社会克服のモデルを目指す京都市の挑戦

City of Kyoto 1

提案・要望事項

文化庁，観光庁等の京都市への移転

本市におきましても，実現に向けた基本的な提案を練り上げる

ため，文化庁をはじめとして，移転先の候補地等について

検討を行っているところであり，京都府や経済界等と共に，

オール京都の推進体制で力強く取り組んでまいります。

市・府共同提案



◆国宝の約５割，重要文化財の

約４割は関西に集積

関西圏 159 (71.9%)

うち京都市 40 (18.1%)

【国宝】

東京圏

4 (1.8%)

東京圏

183 (7.5%)

関西圏 1,026(42.3%)

うち京都市 207 (8.5%)

【重要文化財】

◆文化に対する懐の深さ
～古典芸能・伝統文化からマンガ・アニメまで～

◆伝統文化を支える伝統産業等が集積

建造物に限れば…

京都国際ﾏﾝｶﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ 京まふ2014

能狂言 茶道

日本文化の強靭化のため，文化庁等を京都へ

京都市の強み

経済産業大臣指定

伝統的工芸品指定数
17

（全国で219品目）

伝統工芸士認定

登録者数（H27.2現在）
1,056人

（全国で4,241人）

京都府が最多指定
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文化の多極化による真の地方創生
京都から日本の文化力の海外発信

と大交流の創出
日本文化の次世代継承のための

ひとづくり

◆豊富な観光資源
◆国際競争力の高い

観光地
世界遺産14社寺・城を含む数多くの寺社仏閣

観光庁等の京都移転により，これらの政策を効果的に実現

観光と文化の相乗効果による「観光立国・日本」の実現

観光関連産業の適切な発展

国際的な観光都市・京都の果たす使命

元離宮二条城唐門 清水寺

・「ワールドベストシティ」
世界１位に選出
・年間５，０００万人の
観光客
・唯一の「観光立国・
日本 京都拠点」

「観光立国・日本」の実現のため，観光庁等を京都へ

移転による効果京都市の強み

移転による効果







３ 日本が誇る世界遺産等を次世代に引き継ぐための

支援の充実
（文化庁，国土交通省）

世界遺産として登録されている「古都京都の文化財」１７件の社寺・城のほ

か，世界遺産に匹敵する価値を有する数多くの文化資産を人類共通の財産とし

て守り，育て，次世代に引き継ぎ，「世界の文化首都・京都」へと飛躍するた

めに，次のとおり求めます。

「日本の心のふるさと」の魅力に磨きをかけ，人口減少社会克服のモデルを目指す京都市の挑戦
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提案・要望事項

 新たな世界遺産の登録に向けた支援

 世界遺産をはじめとする文化遺産の保存・継承・活用策の充実

 世界遺産のバッファゾーンを保全するための特別法の制定

 積極的な指定を推進する景観重要建造物をはじめ，景観上重要な
歴史的資産とその周辺の景観を保全するための財政支援の拡充

市・府共同提案 （  ）



世界遺産をはじめとする文化遺産を継承するための支援

京都市内には，世界遺産「古都京都の文化財」を構成する１４件の寺社・城や，世界遺産に匹敵する価値を有する数多くの文化遺産が存在

文化遺産の維持・継承・活用が課題！文化遺産の維持・継承・活用が課題！
そのためにもそのためにも，

◆ 新たな世界遺産の登録に向けた支援

◆ 指定・登録以外の文化財に対する相続

税などの税制優遇の拡充

◆ 文化財を次世代に引き継ぐための修理

・公開に対する財政支援の拡充

が必要！が必要！

３，０００件を超える文化財の宝庫 ～京都市独自の取組～～京都市独自の取組～

・市指定文化財を対象に，修理費の助成を実施

・市内の多彩な有形・無形の文化遺産を選定

“京都を彩る建物や庭園”“京都を彩る建物や庭園”

「湯川秀樹旧宅」など６４件認定「湯川秀樹旧宅」など６４件認定
““京都をつなぐ無形文化遺産”京都をつなぐ無形文化遺産”

「京・花街の文化」など３件選定「京・花街の文化」など３件選定

例えば・・・

【有形文化財】
・国 宝 208件（全国比 19.0％）
・重要文化財 1,861件（全国比 14.3％）
・国登録文化財 342件
・市指定・登録文化財 328件
・府指定・登録文化財 151件

【無形文化財】
・国 宝 9件
・府指定文化財 10件
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・世界遺産登録時に，登録資産周辺の広範囲をバッファゾーンに設定
・京都市では，都市計画法，景観法，古都保存法のほか，市独自の取組である

眺望景観創生条例等も活用し，全国でも類のない厳しい景観規制を実施

・昨今，バッファゾーン内では，市の景観規制以上の景観への配慮が求められる

傾向がある

・規制手法のみでは，所有者に求める景観対策に限界がある

バッファゾーンの良好な景観形成や土地利用を誘導し，世界遺産とその周辺市街地

の魅力を向上させるためには，特別法制定により国策として位置付け，更なる景観

保全を誘導する財政支援を伴う制度の整備が必要！

現
状

課
題

世界遺産のバッファゾーンを保全するための特別法の制定

登録資産

バッファゾーン

二条城

下鴨神社

西本願寺

東寺

銀閣寺

清水寺

府指定文化財 10件



４ 東京一極集中是正に向けた企業移転促進のための

「地方拠点強化税制」の本市全域への優遇対象拡大

（内閣官房，内閣府，経済産業省）

東京一極集中の是正，さらには京都の経済活性化には，より一層の企業誘致

が不可欠であり，そのためには，地方創生の一環として創設された，東京から

地方への企業移転を促進するための税制優遇制度について，現在の地域の実情

に応じたきめ細やかな制度設計が必要であることから，次のとおり求めます。

「日本の心のふるさと」の魅力に磨きをかけ，人口減少社会克服のモデルを目指す京都市の挑戦

City of Kyoto 7

提案・要望事項

企業移転促進のための「地方拠点強化税制」の本市全域への優遇対象拡大



企業移転促進のための「地方拠点強化税制」の本市全域への優遇対象拡大

○ 地方創生の目的は，「人口減少の歯止め」・「東京一極集中の是正」

「地方拠点強化税制」では，三大都市圏の既成都市区域が税優遇の対象外

○ これは，近畿圏整備法制定当時の国勢調査（昭和３５年）の人口集中地区（ＤＩＤ）
人口を基に設定 ⇒現在の都市の実態は未反映

○ 旧５大市の中で，人口が減少しているのは京都市のみ

○ 本市が税優遇の対象外となることで，企業の減少傾向に歯止めがかからず，今後の京都

のまちづくりはもとより，周辺市町村，ひいては国の取組に大きな支障となるおそれ

○ 根拠法である「地域再生法」において，「施⾏後３年以内に再検討」と附則に明記（予定）

現状・課題

昭和３５年（１９６０年） 昭和６０年（１９８５年） 平成２６年（２０１４年）

順位 都市名 総人口（人） 順位 都市名 総人口（人） 増減割合 順位 都市名 総人口（人）

1 大阪市 3 011 563 1 横浜市 2 992 926 117 6% 1 横浜市 3 710 008

増減割合

24 0%

（参考）政令指定都市の人口推移

京都市の既成都市区域図

桂川

ＪＲ東海道本線
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「京都市」への企業移転が進むことで，京都ならではの魅力に，外部の新しい力が融合し，京都市が周辺市町村を牽引する存在となり，

真に都市特性を生かした魅力あふれる地方創生を推進

京都市全域が税優遇対象となるよう，

最新の人口動態等を考慮した区域設定への見直し

効 果

1 大阪市 3,011,563 1 横浜市 2,992,926 117.6% 1 横浜市 3,710,008

2 名古屋市 1,697,093 2 大阪市 2,636,249 -12.5% 2 大阪市 2,686,246

3 横浜市 1,375,710 3 名古屋市 2,116,381 24.7% 3 名古屋市 2,276,590

4 京都市 1,295,012 4 札幌市 1,542,979 150.6% 4 札幌市 1,952,255

5 神戸市 1,113,977 5 京都市 1,479,218 14.2% 5 神戸市 1,537,864

6 北九州市 986,401 6 神戸市 1,410,834 26.6% 6 福岡市 1,519,349

7 福岡市 682,365 7 福岡市 1,160,440 70.1% 7 京都市 1,469,253

8 川崎市 632,975 8 川崎市 1,088,624 72.0% 8 川崎市 1,461,043

9 札幌市 615,628 9 北九州市 1,056,402 7.1% 9 さいたま市 1,251,549

10 広島市 590,972 10 広島市 1,044,118 76.7% 10 広島市 1,185,656

11 仙台市 459,876 11 さいたま市 821,854 95.5% 11 仙台市 1,073,242

12 さいたま市 420,431 12 堺市 818,271 140.8% 12 千葉市 965,679

93,419千人 121,049千人 29.6% 127,132千人全国 全国 全国

24.0%

1.9%

7.6%

26.5%

9.0%

24.3%

5.0%

30.9%

-0.7%

34.2%

52.3%

13.6%

25.2%

京都市の市街地のほとんどが既成都市区域と

なっており，地方拠点強化税制の税優遇を受ける

ことができない

ＪＲ東海道本線

ＪＲ京都駅







６ 「文化芸術立国」実現に向けた支援の充実

（文部科学省，文化庁，観光庁）

文化芸術立国の推進のためには，日本の精神文化の拠点であり，伝統，文化，

ものづくり，自然，学術，宗教，おもてなしを体現する我が国を代表する都市

である京都が，京都文化芸術プログラム２０２０を推進することにより，日本

の「文化力」を一層向上させることが効果的であるため，次のとおり求めます。

提案・要望事項

 東アジア文化都市２０１７京都開催や関西ワールドマスターズ

ゲ ムズ２０２１ の財政支援等

京都の強みを最大限に生かした日本の成長力・魅力の向上

市・府共同提案 （ ， ， ）
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ゲームズ２０２１への財政支援等

 京都文化フェア（仮称）の東京オリンピック・パラリンピック

大会「文化プログラム」への位置付け

 「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム（仮称）」における京都

からの提案を十分に踏まえた取組及び市民主体イベントへの支援

 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業の継続実施及び

十分な財源確保

 古典の日である１１月１日に京都で開催する「古典フォーラム

２０１６」への主催参画及び古典に関する教育環境整備



京都文化芸術プログラム２０２０の推進による「文化芸術立国」の実現京都文化芸術プログラム２０２０の推進による「文化芸術立国」の実現

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック等の開催決定を契機として，今後強力に推進すべき事業を取りまとめた京都文化芸

術プログラム２０２０を策定（平成２７年２月）。スポーツ・文化・ワールド・フォーラム（仮称），東アジア文化都市２０１７京都や京都文

化フェア（仮称）の開催など，京都の文化芸術の魅力を世界に発信する多彩な取組を展開することにより，京都が「文化芸術立国」

の実現に向けてその中核を担う。

東アジア文化都市２０１７京都の開催に向けた支援

２０１５年 ２０１６年 ２０１７年

・開催都市間の意見交換・調整

・事業実施に向けた基礎調査等

・実行委員会の開催

・同時開催都市との事業内容の調整

・プレイベント・開催記念イベントの開催

・「東アジア文化都市」イベントの開催

・コア事業の開催

・文化芸術イベントや施設を巡るツアーの開催
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京都文化フェア（仮称）の東京オリンピック・パラリンピック大会「文化プログラム」への位置付け

２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

国 文化プログラム策定

・リオ大会 ・東京大会

京都市
京都文化フェア（仮称）開催に向け

オール京都で基本構想策定
オール京都で文化の祭典を実施

日本全国で文化プログラムを実施

ス
ポ
ー

ツ
・
文

化
・

ワ
ー

ル
ド
・
フ
ォ
ー

ラ
ム
開

催

位置付け

キックオフイベント

連携
支援

・２０２０年に訪日外国人数

２，０００万人に貢献

・史上最大規模の文化

プログラム実施の実現

・国内外の文化交流の促進

国の取組と連動し，国内外を魅了
する文化プロジェクトを実施

文化芸術事業や，日・中・韓 ３箇国の文化都市の交流事業など，充実した事業の実施には，

国の財政支援や，開催都市との連携が必要！

市民主体イベントへの支援



７ 国立京都国際会館における５，０００人規模の多目的

ホールへの早期拡充整備，未来を見据えた施設整備等

（法務省，財務省，文化庁，国土交通省）

高い国際競争力と世界への発信力を持つ都市として，かけがえのない日本の

歴史，伝統，文化，心を，絶やすことなく未来に引き継ぐ「文化の強靭化」の

ための中核的役割を担い，その役割を果たすため，次のとおり求めます。

提案・要望事項

日本文化を世界に発信するための国立京都国際会館における

京都の強みを最大限に生かした日本の成長力・魅力の向上

市・府共同提案 （  ）
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日本文化を世界に発信するための国立京都国際会館における
５，０００人規模の多目的ホールへの早期拡充整備

 元離宮二条城や京都市美術館の再整備に対する財政支援

 伝統芸能を創造普及するための「国立京都伝統芸能文化セン
ター（仮称）」及び日本の歴史・文化を総合的に理解でき，
日本の文化力を世界に発信する「国立京都歴史博物館（仮
称）」の創設

 未来の京都のまちづくりを見据えた京都刑務所(山科区)の移転
～市街地に位置し，将来の京都の発展にとって大きな可能性を有する京都刑務所敷地の，
より一層の有効活用に向け，移転検討を要望～



国際会館 5,000人規模の多目的ホールへの早期拡充整備

現 状 ◆国内外の主要な国際会議場の状況

国名 会議場名
メイン会議場
収容人数

メイン展示場
面積

日本 国立京都国際会館 1,840名 3,000㎡

日本 福岡国際センター・マリンメッセ 6,000名 9,100㎡

日本 国立横浜会議場（パシフィコ横浜） 5,000名 20,000㎡

日本 東京国際フォーラム 5,000名 5,000㎡

韓国 コエックス会議・展示センター（ソウル） 7,000名 10,000㎡

中国 香港会議・展示センター 8,000名 20,000㎡

シンガポール シンガポール国際会議・展示場 12,000名 12,000㎡

オーストラリア メルボルン国際会議場 5,500名 30,000㎡

現在の施設整備（現在の施設整備（2,5002,500人規模）の概要人規模）の概要

○主要室等

展示ホール（2,000㎡:2,500人規模）

○主なスケジュール

敷地調査 ： 26年7月～12月

設 計 ： 26年9月～28年2月

工 事 ： 27年度～30年度（予定）
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課 題 ◆国立京都国際会館のスペース不足により，開催が見送られた国際会議の事例

5,000人規模の多目的ホールを整備することによる効果

豊かな自然環境 宗教や芸術文化の集積 高品質な伝統工芸

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて国際会議の受入れ
の増加が見込まれる中，日本文化の神髄ともいうべき京都で国際会議を

より多く開催することで日本文化を更に世界に発信することが可能に！

国際貢献の機会を増やし，国際社会における

日本の国力向上に大きく寄与することができる！

年度 国際会議名 要請スペース 開催地

２５ 国際小児科学会 5,000人規模の会議スペース，12,000㎡の展示場 オーストラリア

２５ 国際腎臓学会 3,000人規模の会議スペース，10,000㎡の展示場 香港

２５ 世界肺癌学会 5,000人規模の会議スペース，10,000㎡の展示場 オーストラリア

5千名が収容でき，それに見合う展示ができる多目的ホールが世界のスタンダード 外観 大会議場（1,840名収容）



８ 京都らしい町並み景観を保全・再生するための

制度の創設・整備等

（国税庁，国土交通省）

日本の宝である，京都の風情豊かな歴史的な町並みを保全・再生し，京都に

集積する文化財を守るため，国の新たな支援等が必要であることから，次のと

おり求めます。

提案・要望事項

京都の強みを最大限に生かした日本の成長力・魅力の向上

City of Kyoto 15

提案 要望事項

 歴史的な町並み景観を保全するための無電柱化事業の推進

 屋内から屋外に向けた広告を規制するための法整備及びガイド

ラインの策定

 景観重要建造物等に対する相続税の軽減措置



屋内広告物に係る法整備

屋内広告物は，屋外広告物法による規制

根拠はなく，条例やガイドラインによる独自

の規制（届出制）にとどまっている

屋外広告物の規制強化に伴い屋内広告物の掲示により同様の効果を

得ようとする傾向がある
屋内広告物

はこの高さま

で掲出可能

屋 外 広 告

物 の 掲 出

可能な高さ

屋内広告物に対しても，屋外広告物同様に実効性のある規

制や，行政代執行を背景とした指導ができるよう，屋外広告
物法の改正等の法整備及びガイドラインの策定が必要！

無電柱化の推進
～先進的な景観政策と安心安全の向上を同時に進めるために～

幹線系と同様に，様々な課題のある景観系路線においても，

都市防災の観点からも無電柱化は喫緊の課題！

①電線共同溝方式の限界

狭小道路での埋設や地域との合意

形成の困難性，高コストなどが課題

景観系路線の補助率(現行1/2)が

主な課題

京都市における無電柱化の進捗状況

現状

課題

（単位：ｋｍ）

幹線系 景観系 小計 幹線系 景観系 小計

無電柱化済 33.3 9.0 42.3 21.3 0.0 21.3 63.6

総延長 3,555 50 3,605

無電柱化済 51.0 10.1 61.1 42.5 0.0 42.5 103.6

総延長 4,205 100.0 4,305
管路 2.41%

管理者
京都市 国土交通省（直轄国道）

計 整備率

道路 1.76%
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景観重要建造物等に対する
相続税の軽減措置
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京都市では景観法の景観重要建造物制度等を積極的に活用

（景観法の景観重要建造物 77件，歴史まちづくり法の歴史的風致
形成建造物 65件）

相続税の支払い負担のために売却される大型の京町家等も多く，
京都らしい特徴的な町並みが失われている
【残存する京町家：約48,000軒 ⇒年2％ずつ消失】

景観重要建造物等の指定制度を更に

活用し，京都らしい町並み景観を保全，

再生するため，相続税の軽減措置が
必要！

景観の飛躍的向上！

景観系路線の補助率(現行1/2)が，
２／３になれば，市負担額は幹線
系と同程度となり，景観系の無電
柱化が促進！！

上七軒通

景観の飛躍的向上！

無電柱化の促進には，

 直接埋設・地上機器コンパクト化等の低コスト手法導入の早期実現

 補助率引上げ等景観に配慮すべき地区における補助制度の拡充

 工事完了後の速やかな電柱撤去を促進するための補助制度の創設

 国直轄事業における無電柱化事業の推進 が必要！

②多額の整備費

景観系

要望後

景観系

現状

幹線系

9億円/km

7億円/km

現状

課題



９ 大学の国際化など「大学のまち京都・学生のまち

京都」推進のための環境整備

（法務省，文部科学省）

国際的な大学間競争や国内における少子高齢化が進む中，各大学における更

なる国際化の促進や地域の活力向上を図るという観点から，留学生誘致・受入

環境の整備に対する取組を一層強化することが求められています。また，近年

の学生が置かれている経済的状況を踏まえ，学生が安心して学べる環境整備を

更に推進していく必要があることから，次のとおり求めます。

京都の強みを最大限に生かした日本の成長力・魅力の向上
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提案・要望事項

 大学や民間による留学生宿舎整備に対する財政支援制度の創設

 従事可能職務制限の緩和など留学生に対する就労支援

 大学等奨学金事業及び国立大学・私立大学の授業料減免等の

充実



大学・大学院等を卒業・修了する年間約４万人の留学生のうち，日本国内での就職

者は１/４にとどまる

就労ビザへの変更及び留学生の採用には，従事内容と大学等の専攻科目との「関

連性 及び従事内容 「専門性 が求められ 等 接客業務などは 許

平成23年度以降，国全体の留学生数が横ばいの状況にある中でも，本市では着実に

増加しているが，留学生30万人計画の達成に向けては，更なる受入環境の整備が必要

留学生に対する就労支援

留学生宿舎整備に対する財政支援

大学や民間による留学生宿舎整備に対する財政支援制度の創設を

留学生数推移 （単位：千人）

留学生数と留学生就職者推移（単位：人）

City of Kyoto 18

連性」及び従事内容の「専門性」が求められ，レストラン等での接客業務などは不許可

となる場合が多く，雇用主が積極的に採用を検討しにくい

従事可能職務制限の緩和や基準の明確化による

留学生に対する就労支援を

大学等奨学金事業等の充実

近年の社会情勢から，奨学金を受給する学生の割合は年々増加

（学部学生：H14 31.2%→H24 52.5%）しており，学生が安心して学べる環境づくりが必要

無利子奨学金の大幅な拡大や国立大学・私立大学

の授業料減免等の充実を















１３ 橋りょうや道路などに対する防災・減災対策の推進
（国土交通省）

自然災害の猛威に対応するための避難・物資運搬を担う道路網の確保，山間

部と市街地とを結ぶ地域住民の生命線である道路機能の確保など，市民の安

心・安全を最大限確保する防災・減災対策を推進していくため，次のとおり求

めます。

提案・要望事項

安心・安全なまちづくりのための社会資本整備及び防災・減災対策の推進やエネルギー政策の改革
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提案 要望事項

 橋りょうの耐震化や老朽化対策に必要な財源の確保

 道路の防災機能強化に必要な財源の確保

 道路ストックの老朽化対策に必要な財源の確保

 道路の維持管理に必要な国庫補助制度の創設



橋りょうや道路などに対する防災・減災対策の推進
橋りょうの耐震化，老朽化対策と道路の防災対策及び道路ストックの老朽化対策による住民の生命線の確保

・平成23年12月に，「いのちを守る橋りょう健全化プログラム」を策定

対策が必要な橋りょう296橋のうち，平成28年度までに51橋の対策完了を目指す

・災害時のルート確保のため，道路防災の対策が必要な419箇所の対策を実施予定

あわせて，緊急輸送道路ネットワークの増強に寄与する幹線道路（鴨川東岸線等）の整備を推進

・多くの道路ストック（トンネル，横断歩道橋等）の老朽化対策を実施予定

平成27年3月に，「トンネル長寿命化修繕計画」を策定。平成29年度までに，対策が必要な13箇所の完了を目指す

・高齢者に優しいまちづくりを見据え，役割を終えつつある横断歩道橋の原則撤去。存続の必要があるものについては景観に配慮

した補修を目指す

・本市管理の道路（約3,600km）の維持補修を実施

側壁付近の漏水 護岸（擁壁）の補強橋げたの腐食

○平成28年度は，「橋りょう健全化プログラム」第１期最終年度に当たり，このプログラムの完遂のためには平成28年度に約50億円

の事業費が必要！

○第１期プログラム終了後も，継続して取り組んでいく必要があり，対策が必要にも関わらず，やむを得ず先送りしている橋りょうも

含めると，今後20年間で約600億円もの膨大な予算が必要！

○緊急輸送道路に面する斜面の防災対策をスピードアップするために，約200億円以上の事業費が必要！

○鴨川東岸線は，橋りょう上部工の連続的な施行のため，残事業費約19億円の安定的確保が必要！

○幹線道路以外の舗装道路（約2,300km）の維持補修を計画的に実施するには，国庫補助制度の創設が必要！
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[老朽化が進行する橋りょう] ［老朽化が進行する道路ストック］

（トンネルの壁面）

［防災対策を施した道路］ ［鴨川東岸線の現況］

老朽化した歩道橋

［老朽化した歩道橋の撤去］







１５ 老朽化した上下水道施設の更新や耐震化の推進
（総務省，厚生労働省，国土交通省）

市民生活や事業活動を支えるライフラインとしての機能を安定的に維持し，

災害発生時においても機能不全に陥らないよう，安定的かつ長期的に上下水道

施設の老朽化対策及び耐震化を推進していくため，次のとおり求めます。

提案・要望事項

安心・安全なまちづくりのための社会資本整備及び防災・減災対策の推進やエネルギー政策の改革
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 上下水道施設の老朽化対策及び耐震性向上に対する国の財政
支援制度における採択基準の拡充と国費率の引上げ

 上水道事業への事業統合後の旧簡易水道に対する国庫補助制度
の創設

 高金利建設企業債の借換制度の拡充（金利５％以上で未措置分
の再実施，及び５％以上から３％以上への条件緩和）



上下水道施設の老朽化対策及び耐震性向上
現 状

○老朽化施設の増大による大規模更新の時期が到来 〇東日本大震災を契機に，上下水道の機能喪失が社会

に与える影響の大きさを再認識
改築更新をしない場合に，今後老朽化する管路の割合

施設の老朽化により…
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【水道管が破損し吹き出した様子】

老朽化した施設の計画的な改築更新が必要

○ 安定的なライフラインの維持及び災害対策のために上下水道施設の老朽化対策及び耐震性向上に対する国の
財政支援制度における採択基準の拡充（上水道事業：水道料金に係る補助採択基準の撤廃又は緩和，下水道事
業：布設後５０年を経過した管渠への補助の継続）及び国費率の引上げ（簡易水道事業を含む。）が必要！

○ 簡易水道事業の上水道事業への事業統合後においても健全な経営を維持するために，旧簡易水道の施設更新
に対する国庫補助制度の創設が必要！

○ 財政負担の軽減を図るには，高金利建設企業債の借換制度の拡充（金利５％以上で未措置分の再実施，及び
５％以上から３％以上への条件緩和）が必要！

地震等の災害に強い上下水道の構築が急務

約２０年後には，耐用年数※を超過し
た管路が，水道で全体の約７割超に，
下水道では全体の約５割超に！！

※ 水道管 ：40年

下水道管：50年

本市の水道管路耐震化率は低い方から2番目

⇒スピードアップが急務！



１６ 鉄道施設の改修・更新事業に対する支援など

地下鉄事業に対する財政措置の拡充
（総務省，国土交通省）

地下鉄事業の経営健全化を進め，安全で快適な交通手段として将来にわたっ

て安定的に運営していくため，次のとおり求めます。

提案・要望事項

 鉄道施設の改修・更新事業に対する補助制度の拡充

エコレールラインプロジェクト事業に対する補助金の所要額

安心・安全なまちづくりのための社会資本整備及び防災・減災対策の推進やエネルギー政策の改革
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エコレ ルラインプロジェクト事業に対する補助金の所要額
確保，及び補助対象範囲の拡充

 烏丸線への転落防止柵の設置推進に対する支援

・車両改造費をはじめ，多額の整備費用の地方負担を軽減する
ための補助制度の抜本的拡充

・相互直通運転により地下鉄線内を走行する民間鉄道事業者の
車両改造費用に対する支援

 高金利建設企業債の借換制度の拡充（金利５％以上で未措置分
の再実施，及び５％以上から３％以上への条件緩和）



・開業30年を経過し，既設線の改修・更新

事業が本格化

→ 経営健全化計画期間中(22～30年度)

の所要経費約400億円

・借入利率3％以上の高金利建設企業債の

残高約430億円

地下鉄の果たす役割

京都を支える都市装置として地下鉄は不可欠

●年間５千万人を超える観光客。１日当たりの旅客数
は約３４万８千人，市内鉄道輸送の約５５％を担う。

●道路が狭あいで渋滞が慢性化する都心部に
おける交通の大動脈

●市民の利便性を向上させ，安心・安全な移動を
確保する都市基盤

●環境に優しい，景観に配慮したまちづくり
（ＣＯ２排出量は自家用車の約２０分の１）

●市の重点政策である，ひとと公共交通を優先する
「歩くまち・京都」の実現に大きな役割

地下鉄事業の財政状況

公営地下鉄事業者で唯一の経営健全化団体

財政状況(25年度決算)

経常収支41億円 赤字

●経営健全化計画に掲げる取り組みを実施してもなお累積資金不足は，
２５年度決算の３０９億円から更に増加を続ける見込み

●地下鉄事業は建設費が巨額で，収支採算は５０年
以上の長期間をかけて確保する性格の事業

大きな
財政負担

提案・要望事項

大きな財政負担

なお厳しい経営状況

〇鉄道施設の改修・更新事業に対する補助制度の拡充

〇エコレールラインプロジェクト事業に対する補助金の

所要額確保，及び補助対象範囲の拡充

〇烏丸線への転落防止柵の設置推進に対する支援

(1) 地方負担軽減のための補助制度の抜本的拡充

(2) 相互直通運転を行う民間鉄道事業者の車両改造

費用に対する支援

〇高金利建設企業債の借換制度の拡充

(1) 金利5％以上で未措置分の再実施

(2) 5％以上から3％以上への条件緩和

経営健全化計画の主な取組状況(25年度決算)

①収入増加策
・1日当たり旅客数(Ｈ22～25２万2千人増)
・駅ナカビジネス収入(Ｈ20比６億３千万円増)

②総人件費の削減
駅職員業務の民間委託拡大等による職員数削減
(Ｈ20比 103人減，約8億円削減）

③一般会計の支援

経営健全化出資金(Ｈ16～25累計約711億円)

【収支の状況（25年度決算）】

経常収支：H20 △144億円 → H25 △41億円
現金収支：H20 △338億円 → H25 ○73億円
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（健全化計画実施前）

（健全化計画実施後）
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・経常収支41億円の赤字

・累積資金不足額309億円
（全国の公営地下鉄事業者で最大）

・借入金残高4,215億円

経営健全化の推進

更なる健全化のため, 経営健全化計画を策定し, 全市的な取組を実施

経営健全化計画実施後の累積資金不足の推移

経営健全化計画を実施し

てもなお累積資金不足は,

最大約８１５億円に拡大

以上の長期間をかけて確保する性格の事業

●本市では，東西線の建設がバブル期と重なった
こと等から建設費が高騰
（要した建設費は全線で総額約８,５００億円）

累
積

資
金

不
足

（
億

円
）

実現すれば，約３５億円の利子負担軽減が可能！



１７ 大規模災害に備えた総合的な防災対策や原子力

災害対策の推進
（内閣府，総務省，消防庁，原子力規制委員会）

地域の状況に即し総合的な防災対策の推進を図るとともに，原子力発電所の

再稼働に当たっての適切な対応や原子力災害対策の強化を図るため，次のとお

り求めます。

提案・要望事項

災害発生時に地域の生活情報の拠点となる避難所の機能強化や

安心・安全なまちづくりのための社会資本整備及び防災・減災対策の推進やエネルギー政策の改革
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災害発生時に地域の生活情報の拠点となる避難所の機能強化や
帰宅困難者対策も含めた災害備蓄物資の充実など，防災対策を
一層強力かつ計画的に推進するための長期間，幅広く活用可能
な支援制度の拡充

 原子力発電所に対する新規制基準の厳格な適用及び国の責任体
制を明確にし，住民やＵＰＺを含む周辺自治体への十分な説明
と理解を得たうえでの再稼働の判断

 原子力災害対策の強化に向けた緊急時モニタリング体制の整備
をはじめとする周辺自治体への技術的・財政的支援の拡充



・雨量情報提供システムの構築

・防災情報発信機能及び情報配信サービス機能の強化

・避難所運営マニュアルの策定

（市内４２１の避難所で策定済）

本市では，東日本大震災を契機として，これまで進めてきた本市の防災対策事業の成果と課題を検証し，今後の取組の方向性

を明らかにするため，平成２３年６月に「京都市防災対策総点検委員会」を設置。同委員会から同年１２月に提出された「最終

報告」に基づき，帰宅困難者対策，公的備蓄物資の充実及び万が一の原子力災害への対策等に取り組んでいる。

また，近年では，平成25年9月発生の台風18号や平成26年8月の記録的豪雨など，河川の氾濫等による甚大な浸水被害が発生し

ており，より着実かつ迅速な対策の推進が喫緊の課題となっている。

本市の防災対策

現 状

○ 災害備蓄物資などのソフト対策に活用できる

国庫補助制度がない

防災対策に係る国庫補助制度の課題

（今後の取組）公的備蓄の推進の例（H26末 → 整備目標）

防災対策を一層強力かつ計画的に推進するための支援制度の拡充

（市内４２１の避難所で策定済）

・避難所運営資機材の充実強化

・ターミナル等の帰宅困難者の誘導訓練

・一時滞在施設等の確保

・備蓄物資の配備等の推進

・原子力災害対策

ＵＰＺ内：山間部における防災体制の整備

ＵＰＺ外：多くの市民や観光者等の屋内退避対策 など
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防災対策を一層強力かつ計画的に推進するため，

長期間，幅広く活用できる支援制度の拡充が必要！
（深夜避難誘導訓練：京都駅）

（台風１８号
による水災害：嵐山）

（市総合防災訓練：清水寺）

○ ハード整備に係る補助制度は，河川や橋りょう整備

に係る通常の補助制度に加え，東日本大震災後に創設

された緊急防災・減災事業は，継続実施が未定のため，

計画的に活用することが困難

【緊急防災・減災事業 ※地方債充当率１００％】

交付税算入分：元利償還の７０％

（今後の取組）公的備蓄の推進の例（ 末 整備目標）

・アルファ化米： 383,800食 → 652,280食

・飲料水 ： 297,000本 → 588,000本 など



１８ 原子力発電に依存しないための再生可能エネルギー

の飛躍的普及拡大と電力システム改革の着実な推進
（総務省，農林水産省，経済産業省，資源エネルギー庁，国土交通省，環境省）

原子力発電に依存しない持続可能なエネルギー社会の実現には，徹底的な省

エネルギーの推進と再生可能エネルギーの飛躍的普及拡大を図るとともに，

様々な事業者が公平に電気事業に参入できる環境整備などを着実に進める必要

があることから，次のとおり求めます。

安心・安全なまちづくりのための社会資本整備及び防災・減災対策の推進やエネルギー政策の改革
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提案・要望事項

 原子力発電所のできる限り早期の全廃に向けたエネルギー

政策の抜本的な転換

 再生可能エネルギー等の飛躍的普及拡大に向けた技術革新及び

財政支援の実施

 電力小売り自由化や発送電分離などからなる電力システム改革

の着実な推進



○ 太陽光発電システムと蓄電池を併用した場

合（ダブル発電）は，買取価格が低い
※平成 年度太陽光単体 円/ ダブ 発電 円/

○ 「屋根」の登記ができず，第三者対抗要件が

ないため，中長期的運用が担保されていない。
○ BDFを軽油と混合して利用する際に，軽油引取税

（32.1円/L）が課税され， BDFの普及を阻害

原子力発電に依存しない持続可能なエネルギー社会の実現

持続可能なエネルギー社会を実現するためには再生可能エネルギー等の飛躍的な普及拡大が不可欠

太陽光発電システム及び蓄電システム 市民協働発電制度及び屋根貸し制度 バイオマス活用の推進

軽油引取税の免税により，５％混合
ＢＤＦ（Ｂ５）では１．６円／Ｌ減

本市の主な取組

○ 「エネルギー戦略推進のための戦略」策定（平成25年度）

⇒原子力発電に依存しない持続可能なエネルギー社会を目指すこ

とや徹底した省エネルギーの推進，再生可能エネルギーの飛躍

的な普及拡大を明記

○ 関西電力（株）への株主提案（平成27年4月）

⇒脱原発依存をはじめ，経営の透明性の確保や業務形態の革新など

６項目について提案
○ 国への政策提言（指定都市自然エネルギー協議会）（平成27年5月）

⇒再生可能エネルギーの最大限の導入や電力システム改革の着実

な推進など３項目について提案

課題 課題 課題
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※平成27年度太陽光単体33円/KW→ダブル発電27円/KW 

○ 太陽光発電システム設置補助制度が平成

25年度をもって終了

○ 出資金に対する配当への所得税の軽減

措置がないため制度の普及を阻害

○ 運営主体に寄付を行った場合に，住民税

の寄附金控除額が小さい

○ B100や混合利用が5％を超える高濃度BDF燃料の

品質規格や認証制度が確立されていない。

○ 地域特性やバイオマスの種類に応じた活用技術が

確立されておらず，小規模で高効率・低コストのバイオマス

活用技術の開発が必要

○ダブル発電の場合でも単体設置時と

同等の買取価格設定を！

○太陽光発電システム設置補助金の復活

○○軽油引取税の免税

○高濃度BDF燃料の品質規格の確立及び品質

規格認証制度の整備

○自治体等が行うバイオマス活用技術の開発

への支援拡充

本市では市民の

熱意に支えられ

回収した天ぷら
油をBDFにしてご

み収集車や市バ
スで利用

太陽光発電システムの申請は年々減少している

○屋根の登記制度の創設や配当等

への税軽減措置の実施
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１９ 待機児童対策や子ども・子育て支援新制度の推進

のための十分な財政措置
（内閣府，文部科学省，厚生労働省）

幼児教育・保育の量の拡大・質の向上及び地域子ども・子育て支援事業の充

実のため，次のとおり求めます。

提案・要望事項

保育所等待機児童解消や保育環境改善のための保育所等整備に

京都市民のいのちを守る福祉・保健・医療の充実
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 保育所等待機児童解消や保育環境改善のための保育所等整備に
対する十分な財政措置

 児童年齢に応じた保育所等の職員配置基準の設定，職員処遇の
改善等，安心安全な質の高い保育を行うために京都市独自に改
善している現状を踏まえた十分な財政措置

 保護者の就労状況等も踏まえた多様な保育ニーズに応えるため
の幼稚園における預かり保育等の更なる充実に対する財政措置

 地域の子育て支援拠点である児童館及び放課後児童クラブの充
実のための十分な財政措置



京都市における保育所等利用児童数と待機児童数
○保育所の新設・増改築などにより，利用児童数を拡大
＜平成20年度以降の取組＞
・保育所整備 新設18箇所，増改築35箇所，分園14箇所
・小規模保育事業等設置 36箇所

○就学前児童に占める保育所等利用児童数の割合は全国トップクラスの
44.1%（保育所⼊所率 指定都市平均31.6％ ）

※ 京都市は平成27年4⽉，全国は平成26年4⽉時点

○平成26年度末から平成29年度末までに，4,679⼈分の保育ニーズが増加
する⾒込み

今後も増大する保育需要に対応するため，
保育所等整備に対する十分な財源確保が必要！
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2年連続待機児童ゼロを達成！

今後もゼロ継続を目指す
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幼稚園，児童館・学童クラブに係る独自の
充実策

※３歳児配置改善加算あり（15：１）

保育所・小規模保育事業等の運営に係る独自の充実策

（保育所における配置基準）

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

国 3:1 6:1 20:1※ 30:1

市 3:1 5:1 6:1 15:1 20:1 25:1

○幼稚園について，⻑期休業期間を含む預かり
保育の実施等のため，約４億円を市の独自

予算で措置

○児童館・学童クラブについて，依然として国
が想定する運営費と実態がかい離しているた
め，児童館事業だけでも，約５億円を市の

独自予算で措置

国基準による運営費 374億円（87.6％）

運営費

国・府負担額

189億円

（44.3%）

運営費

市法定負担額

82億円

（19.2%）

国基準保育料

103億円 (24.1%)

保護者負担

67億円

(15.7%)

市軽減分

36億円

(8.4%)

職員の処遇

改善など，

京都市独自

の充実分

53億円

(12.4%)

保護者
負担
15.7%

市負担（171億円）

40.0%

総運営費 427億円

国基準を上回る保育
士配置基準や職員処
遇の改善により保育
環境の充実が実現！

国・府負担

44.3%

質の高い保育を提供するため，
児童年齢に応じた適切な保育所
職員配置基準の設定が必要！

幼稚園における預かり保育等の実施箇所

の拡充や地域の子育て支援拠点である

児童館・学童クラブ事業の充実のため，

十分な財政措置が必要！



２０ 保育所をはじめとする児童福祉施設など民間社会

福祉施設の耐震化の促進
（厚生労働省）

民間社会福祉施設の耐震化の促進には，事業者負担の軽減が不可欠であり，

補助率の嵩上げなど，現行の補助制度を大幅に拡大し，耐震化の促進につなが

る制度拡充を図る必要があることから，次のとおり求めます。

提案・要望事項

京都市民のいのちを守る福祉・保健・医療の充実
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提案 要望事項

 耐震化促進に対する継続した財政措置

 民間事業者負担軽減を可能とするための補助率の嵩上げ

 補助対象，事業者の条件に関する補助制度の要件の緩和



（平成26年4月1日時点）

棟数 耐震化率
（参考）

全国平均（A）
耐震性有
（B）

耐震性
不十分

（B/A）

民間保育所 275 165 110 60.0% 76.0%

その他児童福祉施設 66 46 20 69.7% 76.5%

障害福祉施設 301 208 93 69.1% 79.0%

老人福祉施設 759 695 64 91.6% 93.3%

合計 1,401 1,114 287 79.5% 86.3%

○ 全国平均と比較して低い耐震化率

○ 民間社会福祉施設の耐震化には約１４０億円必要

民間保育所だけでも約５０億円必要

○ 耐震化促進のためには事業者の負担軽減が重要

○ 小規模保育事業所，高齢者グループホーム等への

対象拡大，ＮＰＯ法人，宗教法人等にも補助が必要

京都市における民間社会福祉施設耐震化の状況

（例）民間保育所耐震化に対する補助制度～保育所等整備交付金又は安心こども基金～

現行制度の負担割合
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○ 現行制度では，定員増を行った場合にのみ，

補助率の嵩上げ（１／２⇒２／３）

民間社会福祉施設の負担を軽減し，耐震化の促進を図るために，

○ 民間社会福祉施設の耐震化促進に対する継続した財源措置を！
○ 民間社会福祉施設の耐震化促進に重点を置き，補助率の嵩上げ対象を拡大し，事業者負担の軽減を可能に！
○ 補助対象，事業者の条件に関する補助制度の要件緩和を！

現行制度の負担割合

補助率嵩上げ後の負担割合

国の嵩上げ分を活用して事業者の

負担軽減が可能に！

国 １／２ 市 １／４ 事業者 １／４

国 国
(嵩上げ)

市 事業者



２１ 生活保護制度の更なる改革と生活困窮者支援に

対する財政措置等
（厚生労働省）

国の責任の下，生活保護制度及び生活困窮者自立支援がより実効性のあるも

のとなるよう，次のとおり求めます。

提案・要望事項

京都市民のいのちを守る福祉・保健・医療の充実
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 生活保護費の全額国庫負担による実施

 医療扶助の一部自己負担の導入など生活保護の適正化に向けた

更なる再構築

 生活困窮者自立支援制度の実施に必要な財政措置の確保及び

自治体へのハローワーク常設窓口の全区役所・支所への設置



①本市の生活保護の運営状況 ②生活保護の適正化～市民から信頼される「不正を許さない制度へ」～

医療扶助費の割合

44.6％（25年度決算）

居宅生活移行支援
事業 自 策

法
規 ・無届事業者の規制

・セットサ ビス事業規制

就労等
収入未申告

虚偽の
居住実態
その他
敷金・家賃
上限設定

不
正
受
給
等

※保護率は各年度4月時点の数値

○実施機関の調査権限強化
回答義務の創設を官公署のみならず金融機関や就労先まで拡大を！

○保護費と返還金の調整
本人からの申出の有無に関わらず保護費と返還金との調整を可能に！

現状・課題
適正化を図るために ○過剰な医療行為を審査する仕組み・基準の設置

○医療扶助の一部自己負担の導入
○不正受給や貧困ビジネスに対する取組
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21年度以降，保護率は急増
※21→27年度で71億円（10.2％）増

③就労自立の促進

借金等による囲い込み

住居・サービス提供
事業独自対策

規
制 ・セットサービス事業規制

・事業者への制裁措置

貧困ビジネス

国による財源措置の明確化を！

生活保護世帯が大幅に増加する中，生活保護の大きな目的の一つである自立助長に向けた

生活保護受給者に対する自立支援の強化充実が必要不可欠！

年

度

就職

者数
職業紹

介件数

相談

件数

求人情報端

末利用件数

24 54名 434件 797件 858件

25 308名 1,471件 2,997件 2,501件

26 865名 3,424件 8,514件 4,162件

就労支援の取組（ハロー
ワークとの連携）が重要！

【本市での取組】

福祉事務所ケースワーカー

と福祉・就労支援コーナー

のナビゲーターが連携し，

生活保護受給者等に対し，
就労支援等を実施

実施箇所の
拡充

（全区役所・
支所【残 2箇

所】での実施）
を！

特に・・

計10箇所
（27年4月現在）

実
績

生活困窮者自立支援法の施行
（平成27年4月）

生活保護に至る前段階での自立支援策

の強化が可能に！

法律に基づく必須事業，任意事業ともに

全額国庫負担（補助）とならず，新たな
自治体負担が発生

⇒費用負担割合の見直しを！

一方で課題も

平成24年12月：3箇所

平成26年 1月：4箇所

平成26年11月：3箇所

（平成27年度 ：3箇所（予定））



２２ 国民健康保険制度の抜本的な改革
（厚生労働省）

市町村が運営する国民健康保険と他の医療保険制度との負担の公平化を図る

とともに，被保険者が将来にわたって安心して医療を享受できるよう，国を保

険者とした全ての国民が加入する医療保険制度への一本化と制度改革実現まで

の間の財政措置が必要であり，次のとおり求めます。

提案・要望事項

京都市民のいのちを守る福祉・保健・医療の充実
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 他の医療保険制度との一本化など抜本的な制度改革の早期実現

 制度改革実現までの財政措置の拡充

・ 国庫負担率の引き上げ

・ 国民健康保険財政基盤強化策の更なる拡充

・ 特定健康診査及び特定保健指導に対する財政措置の拡充



①：京都市国保世帯の約90％が
所得割基礎額200万円以下

（軽減適用率は約69％：25年度決算）

①低所得者の加入割合が高い
②高齢化等による医療費の増加

…等により，他の医療保険制度との負担が不均衡
③負担軽減のための多額の一般会計繰入金の投入

保険者と被保険者の負担は限界に達しつつある状況
今回の国の国保財政基盤強化策は一定の効果がある

ものの，構造的な問題解決には至らず

現状・課題

42 668
43,142

44,872

48,350
48,000

200

319,679

330,350

340,427
349,116

320,000

1200

1300

③：１人当たりの一般会計繰入金は，
20年度から約23％（約9,000円）増

②：１人当たりの医療費は，20年度
から約24％（約67,000円）増
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＜一般会計繰入金の推移＞

・ 国を保険者とした全ての国民が加入する医療保険制度への一本化

・ 制度改革実現までの間の更なる財政措置の拡充

国民皆保険を堅持し，安定的で持続可能な医療保険制度の再構築を！

＜医療費の推移＞
＜所得割基礎額階層別世帯数＞

（平成27年3月末現在）

61 63 69 70 71 72 79
96

80 74

76 77 77 77
77

70
39,43538,687

41,009

42,019 42,668

30,000

36,000

42,000

0

50

100

150

20決算 21決算 22決算 23決算 24決算 25決算 26予算 27予算

法定一般会計繰入金 法定外一般会計繰入金 一般被保険者１人当たり繰入金（円）

(円)(億)

993

1,046
1,073

1,100 1,111
1,141

1,181 1,201

281,674

295,630

304,205

314,202
319,679

200,000

240,000

280,000

900

1000

1100

20決算 21決算 22決算 23決算 24決算 25決算 26予算 27予算

総医療費（一般） 1人当たり医療費（一般）

(円)(億)








